
警察常任委員会資料 

令和６年 12 月 11 日 

                                                                        

第 140号議案 

  警察手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

１ 制定の理由                                                       

(1) 道路交通法施行令の一部改正により、免許の種類等の特定免許情報の個人番号

カードへの記録に際して徴収する特定免許情報記録手数料を追加する等、運転免

許等の手数料の標準について所要の見直しが行われることに伴い、関係規定につ

いて所要の整備を行う。 

(2) 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正により、自動車保管場所証

明書の交付等に際して交付される自動車保管場所標章が廃止されることに伴い、

関係規定について所要の整備を行う。 

(3) その他経済情勢等の変化に鑑み、運転免許等に係る警察手数料について適正な

金額とするよう、関係規定について所要の整備を行う。 

２ 制定の概要 

 (1) 免許情報記録個人番号カード（特定免許情報が記録された個人番号カードを

いう。）に係る運転免許証交付手数料、特定免許情報記録手数料、運転免許証

等更新手数料、経由手数料、講習手数料及び運転経歴情報の記録手数料の金額

を定めることとする（別表７の部関係）。 

 (2) 道路交通法に関する警察手数料（運転免許等に係るものに限る。）のうち、

運転免許試験手数料、検査手数料、再試験手数料、運転免許証交付手数料、運

転免許証再交付手数料、運転免許証等更新手数料、経由手数料、運転技能検査

手数料、審査手数料、技能検定員審査手数料、教習指導員審査手数料、国外運

転免許証交付手数料、講習手数料、通知手数料、運転経歴証明書交付手数料、

運転経歴証明書再交付手数料及び認知機能検査員講習手数料の金額を改定する

こととする（別表７の部関係）。 

(3) 自動車保管場所標章の交付手数料及び自動車保管場所標章の再交付手数料に

関する規定を削ることとする（第３条及び別表９の部関係）。 

(4) その他規定の整備を行うこととする（別表７の部関係）。 

３ 施行期日等 

(1)  施行期日 

令和７年３月 24 日。ただし、２(3)は、同年４月１日 

(2)  経過措置 

この条例の施行の際、現に自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和 37 年

法律第 145 号）第６条第１項の規定に基づく同法第４条第１項ただし書の政令で

定める通知を受けている者に係る警察手数料徴収条例別表９の部(3)の款に規定

する手数料の徴収については、改正後の同条例の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

４  参考資料 

警察手数料徴収条例の一部改正の概要（別添） 



１　制定の理由

2　制定の概要

別　　添

３　施行期日

額
種別等

手数料(円)

申請種別 現保有状態等 希望保有状態等 現 行 改正案 差額

公安委員会事情

免許証 1,700 2,100 400
２枚持ち新　規

(特別新規

受験含む。)

基　本

免許証 2,050 2,350 300
２枚持ち ― 2,450 ―

― 2,200 ―
マイナ免許証 ― 1,350 ―

マイナ免許証 ― 1,550 ―

― 200 ―
仮　免　許　証 1,150 1,100 -50

免許種別の追加

免許証 200 200 0
２枚持ち ― 200 ―

マイナ免許証

保有状態の変更

免許証
２枚持ち ― 1,500 ―

マイナ免許証 ― 1,500 ―

マイナ免許証
免許証 ― 2,550 ―

２枚持ち ― 2,550 ―

２枚持ち

免許証 2,500 2,850 350
２枚持ち更　　　新

免許証

免許証 2,500 2,850 350
２枚持ち ― 2,950 ―

マイナ免許証

― 2,950 ―
マイナ免許証 ― 2,100 ―

マイナ免許証 ― 2,100 ―

800 0
違反運転者等 1,350 1,400 50

― 2,100 ―
優良運転者 500 500 0
一般運転者 800

マイナ免許証

免許証 2,500 2,850 350
２枚持ち ― 2,950 ―

オンライン（優良・一般） ― 200 ―

再交付等

免許証再交付 2,250 2,600 350
免許証再交付　＋　記録

更新時講習

免許証交付　＋　記録 ― 2,650 ―
免許証交付 ― 2,550 ―

― 2,700 ―
特定免許情報の記録 ― 1,500 ―

運 転 経 歴 情 報 の 記 録 （ 再 記 録 ） ● ― 900 ―

運転経歴証明書の交付又は再交付を伴う場合  ● ― 100 ―

仮免許証 1,150 1,050 -100
運 転 経 歴 証 明 書 ●

1,100 1,150 50
運 転 経 歴 証 明 書 ( 再 交 付 ) ●

警察手数料徴収条例の一部改正の概要について

(1) 道路交通法施行令の一部改正により、免許の種類等の特定免許情報の個人番号カードへの記録に際して徴収する特定免許情報記録手数料
を追加する等、運転免許等の手数料の標準について所要の見直しが行われることに伴い、関係規定について所要の整備を行う。

(２) 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正により、自動車保管場所証明書の交付等に際して交付される自動車保管場所標章が廃止

金 額 金 額

新 規 500円 新 規

再交付 500円 再交付

自動車保管場所

標章の交付

手　続

現　行 改　正

手　続

自動車保管場所

標章の交付
廃 止

廃止

改 正 案

（１）道路交通法関係 マイナ免許証に係る警察手数料

道路交通法に関する警察手数料（運転免許等に係るものに限る。）

（２）自動車の保管場所の確保等に関する法律関係

令和７年３月24日 令和７年４月１日

道路交通法関係 自動車の保管場所の確保等に関する法律関係

２枚持ち

経

マイナ経歴書

経

経歴証明書

マイナ免許証

更新センター等

申請者

運転経歴情報の記録を申請

免許証

対象者：優良運転者講習及び一般運転者講習区分

受講者

オンライン更新時講習の導入

免

② 保有状態の変更申請（更新等の契機を伴わない場合）

免

免

免

法改正後の運転免許証等の保有状態は３パターン

マイナ免許証のみ
運転免許証とマイナ免許証の

２枚持ち運転免許証のみ

運転経歴情報の記録申請等

免許更新申請等における特定免許情報の記録

更新時講習

申請者

マイナ免許証のみ

２枚持ち
更新センター等

免
免

申請者

マイナ免許証のみ

２枚持ち

① 新規取得及び更新時に申請
免許証のみ

免許証

免許証

更新センター等

免

※ マイナ免許証から免許証への保有状態の変更も可能

(３) その他経済情勢等の変化に鑑み、運転免許等に係る警察手数料について適正な金額とするよう、関係規定について所要の整備を行う。

※ 種別等の青字は新設、赤字は改正を表す。

　講習手数料

５０

１５０

　特定任意高齢者講習

１，８５０ ４５０

３５０

　高齢者講習

　普通自動車対応免許を受けている者に対する講習

　普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習

６，４５０ ６，６００ １５０

２，９００ ２，９５０ ５０

　運転技能検査 ３，５５０

　普通二輪免許に係る講習        (7h) ２，５５０

　審査手数料(6)
１，４００ １，３５０ －５０

１，４００

１００

１，９５０

３，８５０

１５０

(1)

(1)の2

　運転免許試験手数料 　うっかり失効者、やむを得ない失効者

１，７５０ １，８５０

２，８００

４，８００

１，７００ １，８００

５０

１００３，７５０

－

２，１５０

　普通免許に係る再試験

　大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許を受けている者に対する検査

　特定１種、大型特殊２種、牽引２種免許に係る試験

　大型二種、中型二種、普通二種免許に係る教習指導員審査

-５０

　技能検査合格者又は指定自動車教習所卒業者 １，７００ １，８００ １００

１００１，６００

４，７００ ３５０

４，０５０

３，１００

６，４００ ６，９５０

　普通仮免許を受けている者に対する検査

　技能検査合格者又は指定自動車教習所卒業者

４００

公安委員会事情

現　行 改正案 差　額

８００ ７５０ -５０

８００ ７５０ -５０

８００ ７５０

２，５５０

２５０２，８５０

１，９００ １，９５０ ５０

１，７５０ １，９００ １５０

３，３００

４，５５０

４，４００

５００

５５０

５，０５０

１００

４，３５０

－５０　自動車安全運転センターの研修を受けた者  
(15)

(12)

２，０００ ２，０５０ ５０

４，３００

３００

　小型特殊、原付免許に係る試験

　うっかり失効者、やむを得ない失効者

　大型２種免許、中型２種免許、普通２種免許に係る試験

　うっかり失効者、やむを得ない失効者

　限定解除の審査

　経由地公安委員会を経由して行う運転免許証の更新

　原付免許に係る再試験

２，２５０ －１００

２５０

３，８００

２００２，７５０

１，９５０

　大型、中型、準中型免許（普通免許を受けている者に限る）　に係る講習 (4h)

　大型二輪免許に係る講習                                                   (3h)

　準中型免許に係る講習　　（普通免許を受けている者を除く）        (8h)

　大型二輪免許、普通二輪免許に係る再試験

１，９００

４，５００

１，９５０

１００

１５０

１５０

３，０５０

区　　　　　　　　　　　分

　大型免許、中型免許、準中型免許に係る試験

　うっかり失効者、やむを得ない失効者

　普通免許に係る試験

　うっかり失効者、やむを得ない失効者

　技能検査合格者又は指定自動車教習所卒業者

　仮免許に係る試験

　原付講習　　　　　　　　 　                                                 　 (3h) １，５００

１，７５０

１２，４５０

１４，５５０

　うっかり失効者、やむを得ない失効者

２，５５０

-

-

　経由地公安員会を経由して行う免許情報記録の更新（書換申出をしないとき）

　技能検査合格者又は指定自動車教習所卒業者

１，４００

　準中型免許に係る再試験

１００

４，２００ ２００

１，７５０ ２５０

４００

２，６００

３，６５０ １００

３，２００

改正案 差　額

公安委員会以外の車両を使用

６，６００ ６，９００ ３００

公安委員会の車両を使用

現　行 改正案 差　額

４，１００ ３，９００ －２００

現　行

　検査手数料

　再試験手数料

　国外運転免許証交付手数料

１，３５０

４，６５０

５０

４，４５０

１５０

４，６５０ ２００

１００

３００

７５０ ９００

１００

１２，９００

１２，８５０

１１，８５０

－５０

１００

５０

９，９５０

２，２５０

２，３００

２，３５０

１２，５００

９，６５０

９，０５０

　特定小型原動機付自転車講習（１時間当たりの単価） ２，０００

３，５００

２，８００

４，１５０

　普通免許に係る講習　　　                                                   (4h)

３，１００

　自転車講習　（１時間当たりの単価）

　違反者講習

　取得時講習　（１時間当たりの単価）

３，１００

１，０００

３，９００ ５０

５０

１，５００

２，０５０ １５０

１００

１，１００ １００

１００

２００

－５０

２，４５０ ２，５５０

１，６５０ １，８００

１５０

２２，２００

１９，５００

－

－

２００

１，９００

２，６００

１，９００

１，９００ １，９５０ ５０

１，５５０ １，６５０ １００

－５０

１，９００ １，９５０ ５０

２，５００ －５０ ３，３５０

２，５５０

４，５５０

６５０

２，７５０ ２００

８００ ７５０ -５０

７，６５０ ７，４５０ －２００

８００ ７５０ -５０

　教習指導員審査手数料
　特定第一種免許に係る教習指導員審査

　大型、中型、準中型免許に係る教習指導員審査

４５０３，５５０

－３００

５５０

　大型二種、中型二種、普通二種免許に係る技能検定員審査

２３，４００

７００

１９，８００

手数料の種類

　普通免許に係る教習指導員審査

２，９００ ２，９５０

　技能検査合格者又は指定自動車教習所卒業者

　運転免許証更新手数料

(2)

１，９５０

- １，０００

　経由地公安員会を経由して行う運転免許証及び免許情報記録の更新（書換申出をしないとき）

　経由地公安員会を経由して行う運転免許証及び免許情報記録の更新（書換申出をするとき）

(5) 　経由地公安員会を経由して行う免許情報記録の更新（書換申出をするとき）

(8)

(10)

１５，１００

２１，５００

１，５５０ １，６５０

１２，０００

３，９５０

　技能検査合格者又は指定自動車教習所卒業者

(5)の2

－

２，８５０

２，５００

２３，７５０

３００

-

１，０００

２，８５０

３５０

３００

２，７００

２００

－

－２５０１４，４５０

２，７００ １５０

１５０

１００

５０

１４，７００

　通知手数料   初心運手運転者講習、違反者講習、若年運転者講習を受けようとする者への通知

１，２００ １，１５０
認知機能検査員講習手数料

  認知機能検査を行う者に対する講習を受けようとする者 １，４５０ １，４００

９，３５０

２，１００

１，４００１，３５０

９００

　普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 ２，９００ ２，９５０

　講習手数料

　取消処分者講習（１時間あたり単価・13ｈ）

　普通二輪免許に係る講習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (3ｈ)

　指定自動車教習所職員講習　（１時間当たりの単価）

　応急救護処置講習（旅客車以外×３ｈ、旅客車×６ｈ）

　旅客車講習 　　　　　　 　                                                 　 (6h)

　普通自動車対応免許を受けている者に対する講習 ６，４５０ ６，６００

　特定任意講習

　普通免許に係る講習       　　　 (7h)

　大型二輪免許に係る講習        (7h)

　原付免許に係る講習      　　　  (4h)

　違反者講習（運転者の資質向上活動を含む講習）

　若年運転者講習（１時間当たりの単価）

　違反者講習（運転者の資質向上活動を含む講習以外）

　初心運転者講習　（１時間当たりの単価）

(13)

　準中型免許に係る講習    　     (7h)

(11)

２，０５０ ２，１５０

　安全運転管理者等講習（１時間当たりの単価・6ｈ）　

　経由手数料
　経由地書換申出をしない場合 ５５０ ７５０

　経由地書換申出をする場合 - １，７００

７５０ ８５０

　技能検定員審査手数料

４，０００

２，３５０ ２，４００

　大型、中型、準中型免許に係る技能検定員審査

　普通免許に係る技能検定員審査

　特定第一種免許に係る技能検定員審査


